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○　

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
） 
 

　
　
　
　

 
 
 
 

　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

１
・
２　

（
略
）

１
・
２　

（
略
）

３　

別
表
各
号
に
掲
げ
る
地
区
ご
と
の
区
域
の
表
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日

３　

別
表
各
号
に
掲
げ
る
地
区
ご
と
の
区
域
の
表
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日

に
お
け
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
、
埋
立
地
の
区
域
、
海
岸
線
、
河
川
又

に
お
け
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
、
埋
立
地
の
区
域
、
海
岸
線
、
河
川
又

は
道
路
若
し
く
は
鉄
道
そ
の
他
の
施
設
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

は
道
路
若
し
く
は
鉄
道
そ
の
他
の
施
設
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

別
表 

別
表 

一
・
二　

（
略
） 

一
・
二　

（
略
） 

三　

（
略
） 

二
の
二　

（
略
） 

四
・
五　

（
略
） 

三
・
四　

（
略
） 

六　

（
略
） 

四
の
二　

（
略
） 

七
～
三
十
四　

（
略
） 

五
～
三
十
二　

（
略
） 

（
削
る
） 

三
十
三　

田
原
地
区 

 

愛
知
県
田
原
市
緑
が
浜
一
号
及
び
二
号
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定

 

め
る
区
域 

三
十
五　

（
略
） 

三
十
四　

（
略
） 

三
十
六　

名
古
屋
港
臨
海
地
区 

三
十
五　

名
古
屋
港
臨
海
地
区 

 
 

イ　

（
略
）

　
　

イ　

愛
知
県
名
古
屋
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
区
域

 

　

南
区
星
崎
町
大
手
堤
、
一
ノ
割
、
二
ノ
割
上
、
二
ノ
割
中
、
二
ノ

（１）

 

割
下
、
三
ノ
割
上
、
三
ノ
割
中
及
び
三
ノ
割
下
の
区
域　

同
区
丹
後

 

通
二
丁
目
、
丹
後
通
五
丁
目
、
神
松
町
一
丁
目
、
神
松
町
二
丁
目
、

 

星
崎
町
繰
出
及
び
大
同
町
一
丁
目
か
ら
大
同
町
五
丁
目
ま
で
の
区
域

 
 

の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

 
　

港
区
本
星
崎
町
、
大
江
町
、
昭
和
町
、
船
見
町
及
び
潮
見
町
の
区

（２）

 
域
南
区
本
星
崎
町
字
外
屋
敷
及
び
加
福
町
一
丁
目
並
び
に
港
区
空
見

 
 

町
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

ロ　

愛
知
県
東
海
市
南
柴
田
町
ロ
ノ
割
、
ハ
ノ
割
、
ニ
ノ
割
、
ホ
ノ
割
、

ロ　

愛
知
県
東
海
市
南
柴
田
町
ロ
ノ
割
、
ハ
ノ
割
、
ニ
ノ
割
、
ホ
ノ
割
、



- 2 -

ヘ
ノ
割
、
ト
ノ
割
、
チ
ノ
割
、
リ
ノ
割
、
ヌ
ノ
割
、
ル
ノ
割
及
び
ヲ
ノ

ヘ
ノ
割
、
ト
ノ
割
、
チ
ノ
割
、
リ
ノ
割
、
ヌ
ノ
割
、
ル
ノ
割
及
び
ヲ
ノ

割
並
び
に
荒
尾
町
ヨ
ノ
割
、
タ
ノ
割
及
び
レ
ノ
割
の
区
域　

同
市
東
海

割
並
び
に
荒
尾
町
ヨ
ノ
割
、
タ
ノ
割
及
び
レ
ノ
割
の
区
域　

同
市
東
海

町
及
び
元
浜
町
の
区
域
の
う
ち
一
般
国
道
二
百
四
十
七
号
線
、
大
田
川

町
及
び
元
浜
町
の
区
域
の
う
ち
一
般
国
道
二
百
四
十
七
号
線
、
大
田
川

右
岸
及
び
海
岸
線
で
囲
ま
れ
た
区
域　

同
市
元
浜
町
、
南
柴
田
町
イ
ノ

右
岸
及
び
海
岸
線
で
囲
ま
れ
た
区
域　

同
市
元
浜
町
、
南
柴
田
町
イ
ノ

割
、
新
宝
町
、
名
和
町
南
埋
田
並
び
に
荒
尾
町
池
下
、
リ
ノ
割
、
ワ
ノ

割
、
新
宝
町
、
名
和
町
南
埋
田
並
び
に
荒
尾
町
池
下
、　
　
　
　

ワ
ノ

割
、　

カ
ノ
割
及
び
船
江
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

割
及
び
カ
ノ
割　
　
　
　

の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

 
 
 
 

ハ
・
ニ 

（
略
）

ハ　

愛
知
県
知
多
市
北
浜
町
及
び
南
浜
町
の
区
域
の
う
ち
一
般
国
道
二
百

四
十
七
号
線
及
び
海
岸
線
で
囲
ま
れ
た
区
域　

同
市
緑
浜
町
の
区
域
の

 

う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

ニ　

愛
知
県
海
部
郡
飛
島
村
東
浜
二
丁
目
及
び
東
浜
三
丁
目
の
区
域
の
う

ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

三
十
七
～
五
十
六　

（
略
） 

三
十
六
～
五
十
五　

（
略
） 

（
削
る
） 

五
十
六　

阿
南
地
区 

 

徳
島
県
阿
南
市
橘
町
幸
野
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域 

 

五
十
七
～
七
十
四　

（
略
）

 
 

五
十
七
～
七
十
四　

（
略
）
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○　

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
（
抄
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

別
表
第
三
（
第
二
十
二
条
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別
表
第
三
（
第
二
十
二
条
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区
分

区　
　
　
　

域

区
分

区　
　
　
　

域

第
一
地
区

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令

第
一
地
区

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令

（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
。
以
下
こ
の
表
に

（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
。
以
下
こ
の
表
に

お
い
て
「
区
域
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
号
、
第
四
号

お
い
て
「
区
域
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
号
、
第
三
号

及
び
第
六
号　
　

に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

及
び
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
二
地
区

区
域
令
別
表
第
七
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で

第
二
地
区

区
域
令
別
表
第
五
号
及
び
第
十
号　

か
ら
第
十
二
号
ま
で

に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
三
地
区

区
域
令
別
表
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
地

第
三
地
区

区
域
令
別
表
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
地

区
の
区
域

区
の
区
域

第
四
地
区

削
除

第
四
地
区

削
除

第
五
地
区

区
域
令
別
表
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
地

第
五
地
区

区
域
令
別
表
第
二
十
号　

及
び
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
地

区
の
区
域

区
の
区
域

第
六
地
区

区
域
令
別
表
第
二
十
四
号
、
第
二
十
九
号
及
び
第
三
十
三

第
六
地
区

区
域
令
別
表
第
二
十
二
号
、
第
二
十
七
号
及
び
第
三
十
一

号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
七
地
区

区
域
令
別
表
第
三
十
六
号
及
び
第
三
十
七
号
に
掲
げ
る
地

第
七
地
区

区
域
令
別
表
第
三
十
五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
地

区
の
区
域

区
の
区
域



- 4 -

第
八
地
区

区
域
令
別
表
第
三
十
九
号
、
第
四
十
七
号
及
び
第
四
十
八

第
八
地
区

区
域
令
別
表
第
三
十
八
号
、
第
四
十
六
号
及
び
第
四
十
七

号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
九
地
区

区
域
令
別
表
第
四
十
四
号
、
第
四
十
九
号　
　
　
　
　
　

、

第
九
地
区

区
域
令
別
表
第
四
十
三
号
、
第
四
十
八
号
、
第
五
十
六
号
、

第
五
十
七
号
及
び
第
五
十
九
号
か
ら
第
六
十
一
号
ま
で
に

第
五
十
七
号
及
び
第
五
十
九
号
か
ら
第
六
十
一
号
ま
で
に

掲
げ
る
地
区
の
区
域

掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
十
地
区

区
域
令
別
表
第
五
十
一
号
か
ら
第
五
十
五
号
ま
で
及
び
第

第
十
地
区

区
域
令
別
表
第
五
十
号　

か
ら
第
五
十
四
号
ま
で
及
び
第

六
十
八
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

六
十
八
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
十
一
地

（
略
）

第
十
一
地

区
域
令
別
表
第
七
十
一
号
及
び
第
七
十
二
号
に
掲
げ
る
地

区

区

区
の
区
域

第
十
二
地

（
略
）

第
十
二
地

区
域
令
別
表
第
七
十
三
号
及
び
第
七
十
四
号
に
掲
げ
る
地

区

区

区
の
区
域

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


